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（１）ほりぞえ健ニュース ２００５年６月号

●1963（昭和38）年２月６日、高津区に
生まれ、高津小学校出身。桐朋中学、
高校を経て東京工業大学を卒業。

●東京都三鷹市で９年間、地域情報化や
プライバシー保護等に従事。

●セブンーイレブン本部での情報システ
ム構築をはじめ、ITを活用したシステ
ムづくりに従事。

●2003年４月、川崎市議会議員に初当選。
●民主党神奈川県第18区総支部副幹事長
●経済産業省 システム監査技術者
●妻と長女（中学３年）の３人家族

〒213-0033

川崎市高津区下作延266  エスビル4階

（溝の口駅徒歩２分 高津区役所隣り）

●非常によかった。知事、議員、市
長のパターンに驚きました。

●分析された本音トーク、大変力強
く好感が持てました。ぜひ前向き
に変革を期待しています。これか
らもこのような企画に期待！

●今日の発言に責任をもって、議員
のみなさんにも広げてください。

電話 044-855-1479 FAX 044-855-1489
http://www.horizoe.com

E-mail: horiken@horizoe.com
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とを真剣に考えてくださる堀添議
員の企画は素晴らしいと思います。

●最初のパネルはわかりやすかった
です。当然そうで、実は新しい
テーマだったのかなというのが感
想です。

５月２８日に開催いたしましたパネルディスカッション「地方主権を語る
集い」は、お蔭様で２００名を超える多くの方々にご参加いただき、大盛
況のうちに終えることができました。ご参加くださった方々、ご支援くだ
さった方々に心よりお礼申し上げます。ほりぞえ健後援会では、今後とも
政治改革に向けて、政策を軸とした集いを開催してまいりますので、引き
続きご支援賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

パネラー 松沢しげふみ 神奈川県知事 ひだか剛 衆議院議員
阿部たかお 川崎市長

コーディネーター ほりぞえ健 川崎市議会議員

アンケート結果
質問：集いの内容はいかがでしょうか。

質問：感想をお書きください。（全文はＷｅｂをご参照ください）

●一人一人の政治の興味が大切だと
思いました。すごく勉強になりま
した。また、私たちの興味が政治
家の力になること、この国を良く
することと感じました。またこの
ような集いをしてください。

●政治を変えるには、選挙を変える、
という松沢氏の意見には賛成です。
今後投票率を上げるよう努力すべ
きだと思います。民主主義で投票
率が５０％未満とは情けないです。

●ご多忙を極める知事、市長、国会
代議士各パネラーによる県／市／
国と視点の違うＬＯＣＡＬ ＭＡ
ＮＩＦＥＳＴの役割課題を大変わ
かりやすく議論していただき、良
い企画だと思いました。地域のこ ご協力ありがとうございました。



（２）ほりぞえ健ニュース ２００５年６月号

（堀添）
みなさん、こんにちは。川崎市議会議員の堀添健です。
本日はお忙しい中、大切な土曜日にもかかわらず、この
ように多くの方にお集まりいただきましたことに、まず
もって心からお礼申し上げます。ありがとうございます。
私が今回の企画を考えましたのは、現在の政治の閉塞状
況、なんとなくもやもやとした状況を変えるにはどうし
たらよいのか、みなさんと一緒に考え、議論したいと考
えたからであります。皆さんのお力により川崎市議会に
送っていただいてから、ちょうど２年が経過しましたが、
実際に議員として川崎市政、議会活動に関わり、正直な
ところ今まで以上にもやもや感が強くなった気がいたし
ます。
冷戦が終了し、国際状況は大きく変わりました。国内的
にも、今までの右肩上がりの状況から、少子高齢化、２
００７年、さ来年には人口減を迎えますし、広い意味で
の公的サービスに対する国民、市民のニーズも、ますま
す広くなり多様化しています。今までの延長線上ではな
く、そもそも国、地方自治体、私が関わっている議会は、そもそも国、地方自治体、私が関わっている議会は、
どのような役割を担うべきなのか、いわゆる「そもそもどのような役割を担うべきなのか、いわゆる「そもそも
論」の部分から考えていかなければならない時期に差し論」の部分から考えていかなければならない時期に差し
掛かっている掛かっているのだと思います。私は、これらの根本的な
改革をすすめるためにも、本日のパネルディスカッショ
ンのテーマである地方主権とマニフェスト、ローカルマ
ニフェストが重要な鍵であると考えています。
それでは、私から、本日のパネルディスカッションに先
立ち、最初
の問題提起
をいたしま
す。中央スクリーンをご覧ください。

（略）
それでは、さっそくパネルディスカッションに入らせて
いただきます。
まず、松沢知事に伺いますが、松沢知事は一昨年の知事
選挙で、３７項目におよぶ本格的なマニフェストを掲げ
て知事選挙に臨まれました。
本日は会場受付でこのあたりの詳細を記載した知事直筆
の書籍、今月発売されたばかりですので、会場ご参加の
皆さんもぜひご購入いただければと思いますが、このマ
ニフェストを掲げて選挙に臨まれた理由と経緯について、
簡単に自己紹介も含めお話しください。
（松沢）
今日は堀添議員が企画しました、本当にすばらしいセミ
ナー『地方主権を語る集い』ということで、多くのみな

さんにお集まりをいただきまして、本当にありがとうご
ざいます。ただいま堀添市議から問題提起がありました
けれども、たいへんわかりやすいですね。非常にわかり
やすく問題提起をしていただきました。
さて、私は知事になって２年たちますけれども、２年前
の地方選挙で初めて「マニフェスト」というのが出てき
たんですね。私もそれに挑戦して、今、「マニフェスト
政治」を一生懸命展開しております。まず、何故「マニ
フェスト」に挑戦したのか、というご質問でありました。
私は国会議員を１０年務めていました。その前は県議会
議員を６年務めていましたけれども、何故国会議員をや
めてまた地方に行ってしまうんだと、後援会やあるいは
国会の同僚の皆さんから言われました。ただ、私は、こ
の国の政治体質を根本から変えるには、やはり地方の政
治がしっかりと改革されていかなければいけないと思い
ました。国会だけ変わっても日本の政治は変わりません
し、そして誠に失礼な言い方ですが、今の国会と霞ヶ関
は改革をしていく能力は、私はかなり低いのではないか
と思っています。樋高さんや笠さんは一生懸命がんばっ
ていますけれども。もし、本当にこの国の改革をしてい
くのであれば、地方に戻って、地方でしっかり改革を作
り上げて、改革派の知事や市長がスクラムを組んで、そ
れでこの疲弊しきった中央政府と闘って新しい日本をつ
くっていくというほうが、改革が進むのではないかと、
そういう思いを持って、後ろ髪を引かれながらも、国会
議員を辞して、知事選挙に挑戦したのです。

さて、政治政治
を変えるにを変えるに
は、その前は、その前

段にある選挙から変えなければだめです。段にある選挙から変えなければだめです。旧態依然の選
挙をやっていて、それで当選し「はい、新しい政治をつ
くります」と言っても、これは不可能です。政治と選挙
というのは、不可分です。つながっているわけです。そ
れで私は、知事選挙に出るときに、選挙を変えるための
二つのことを自分に課したんですね。
一つは、大きな政党や団体からは推薦はもらわないで、
自分の政策で勝負をするということです。こういう選挙
にしなきゃだめだというふうに思ったんです。日本の大
きな選挙での一番重要な要素は何かっていうと、お金だ
というのです。私も知事選に出るので、ぜひともがんば
りたいと言ったら､「お前､いくら金を集めたんだ」「１
億や２億では足りないぞ」「神奈川は８７０万も人がい
るのだ」と言われました。今までの常識で考えると、代
議士の選挙に出るのでも、「五当三落」というんですよ。
「三億では落選だ」「五億集めなきゃ勝てないよ」と。
勝つためには金が必要だという前提条件があるんですね。
これを打ち破りたかった。
二つ目に重要なのは何かというと、組織だというんです。
「どういう組織が後ろについているの？」と。「組織も
ついてないようじゃ。ひとりだけで闘えるわけないじゃ
ない。あなた泡沫よ」と、こうなってしまうわけですね。
「そうかな」と、私はむしろ、組織におんぶに抱っこの
ほうが危ないんじゃないかなと思うんですね。最近大き
な選挙で言われる三つ目の要素は何かというと、「知名
度」だっていうんです。大きな選挙に知名度のない人が
出ても勝てないと。短期間で選挙を勝つには、ものすご
い知名度がある人がやれば、最初からみんな知っている
わけだから、スタート地点が高いわけです。皆さん、お
金、組織、知名度、これだけで、政治家が決まっていい
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政治を変えるには選挙から変えなければだめです。



要なんですね。この二つを目的に掲げて、まず、警察職
員を実質１５００人増やしましょうと。神奈川県の財政
はぎりぎりでやっているわけですから、新しい財源はあ
りません。ですから、神奈川県の職員を１５００人減ら
しましょうと。つまり、役人をシフトさせるわけですね。
そして手法としては、一つは暴走族の根絶条例というの
をつくっていきましょう。神奈川県は暴走族の被害がこ
れだけ多いのに、神奈川県内のどこの自治体にも暴走族
の条例がなかったんです。これをまずつくりましょうと。
ですから今、暴走族はどんどん減っています。厳しい取
り締まりができるようになりましたから。もう一つは、
「安全安心まちづくり条例」といって、警察と行政と県
民が力を合わせて、トライアングルでスクラムを組んで、
地域の防犯活動を協力し合ってやりましょうと。そうい
う規範条例をつくると。そういう手法をとることによっ

て、神奈川県の
犯罪の発生率を
下げますと。そ

して犯罪の検挙率は、５０パーセントまで回復させます
という、極めて具体的に数字もつけて政策を打ち出して
いったんです。
これを３７項目つくったわけです。環境でも、都市公園
の整備でも、税収をどこまで上げるかという目標値につ
いても。ですから非常に政策がわかりやすいわけですね。
ただこれは、出したからにはたいへんな責任が伴います。
おそらくここまではっきり言ってしまって、四年間で何
もできなければ、「松沢はあれだけ公約したくせに、半
分もできなかった」「もう次は続けさせることはできな
いぞ」といって、選挙で落とされるでしょう。ですから、
住民のみなさんが情報公開によってしっかり見張ってい
るわけです。私はチェックされているわけです。だからだから
政治家は、必死になって公約を果たすために努力をする政治家は、必死になって公約を果たすために努力をする
んですね。んですね。これが私は政治の良い循環をつくっていくと
思うんです。
よく、ＰＤＣＡサイクルと言いますね。プランをつくり、
選挙で認めてもらって、そして実行（ドゥ）する。そし
てまた住民がそれをチェックできる。そしてまた次のア
クションにつながっていく。こうやって、民主政治が政
策を中心に回り始める。これを「マニフェスト・サイク
ル」というんですけれども、こういう政策中心の政治を
この神奈川からつくっていきたい。それが全国に波及し
たときに、私は、日本の中央政治も政策中心にどんどん
動いていく、活力が出てくると思いますし、一番改革の
動きが鈍い国会、霞ヶ関のほうにも、影響を与えると思
うんです。私が見ていて残念なのは、昨年の総選挙でも、
自民党も民主党も公明党も、みんなマニフェストだ、マ
ニフェストだと大騒ぎして、マニフェストを書いたんで
す。じゃあ一年たって、それをどこまで実現しているか、

（３）ほりぞえ健ニュース ２００５年６月号

のでしょうか。最も重要な部分が選挙で問われないわけ
です。それは政策であり、理念、ポリシーですね。私は、
大きな政党や団体から推薦はもらわないと、もちろん応
援したいという人からは応援してもらわなければ、選挙
は勝てませんから、それは「勝手連」でやってくれと。
お金も出してもらう、人も出してもらう、事務所も用意
してもらう、これで選挙をやったら、お世話になった団
体と完全にしがらみができてしまうんですね。選挙に当
選して、「よし、俺はこの改革をやるぞ」と言っても、
お世話になった団体が、「ふざけるな」「そんな改革を
されたら困るんだよ」「誰のおかげで選挙に勝ったと
思ってるんだ」と一言言われてしまうと、「どうもすみ
ません」となってしまって、何も改革できなくなってし
まうわけです。これがしがらみなんです。私は、そうい
うしがらみを抱えて、もう何にも改革ができなくなって
しまっていった政治家を、何人も見てます。ですから、
これはやってはだめだと思って、団体や政党から推薦を
もらわないで、無党派で選挙をやったんです。
二つ目は、選挙で最も問われなければならないのは政策
ですが、これが問われない。堀添さんのおっしゃるとお
りです。今までの政治というのは、スローガンを言って
いればよかったんです。｢明るい福祉社会をつくります｣
とか、「治安対策にとりくみます」とか。こう言われれ
ば、誰も反対しないですよね。｢がんばって｣と言いたく
なる。でも、中身が何にもわからない。「あなたはいつ
までに、どういう手法で、どういう財源を用いて、治安
をよくしていくんですか。具体的に言ってくださいよ」
と言われても、「それは当選してから考えます」と、こ
ういうことですよね。政治家の政策がスローガンだけで
すから、投票す
るみなさんも、
「お任せ政治」
しかないわけです。政策で比べられないですから、「あ
あ、この人若くてハンサムね」ということで一票入れた
り、あるいは「友達からどうしてもこの人を応援してく
れって頼まれたから」と、お付き合いで一票入れたり、
とにかく「お任せ」なんです。そういう政治が進んできとにかく「お任せ」なんです。そういう政治が進んでき
たので、有権者と政治家の間が政策で結ばれない。政策たので、有権者と政治家の間が政策で結ばれない。政策
によって政治が動いていかない。これが日本の政治の最によって政治が動いていかない。これが日本の政治の最
大の問題点だと思ったんですね。大の問題点だと思ったんですね。
そこで、三重県知事であった北川さんが「マニフェスト
運動」をやろうと提唱しました。私も、アメリカ、イギ
リスをずっと見てきましたが「マニフェスト」とか「プ
ラットフォーム」といって、具体的な政策を掲げて政党
同士、あるいは候補者同士が選挙で政策を競い合う。そ
して当選したら、その具体的な政策がどこまで進んでい
るのか、毎年、外部の団体からチェックされ、自分から
も公表して、それで公約がどこまで達成できているかと
いうのを、すべてオープンにしていく、こういう政治で
すね。これをやらなきゃいかんと思ったんです。それで、
仲間と一緒になって、私は立候補を表明してから、選挙
まで二ヶ月近くしかなかったので、毎晩夜なべしながら、
県の情報を集めて政策作りをやりました。それが３７項
目の「ローカル・マニフェスト」なんですね。
今までの政治だと、「治安が悪いので警察力を増強しま
す」とか、「必ず、治安回復に努めます」とか、その程
度を言っていればよかったんですが、私の場合は、治安
が悪いので、質、量の両面で警察力を増強することだと、
それから県民がみんなで自主防犯活動にボランティアで
立ち上がることが必要だと考えました。警察だけに頼っ
ていても、治安はよくならないです。地域の住民が、安
全な街をつくるために自分たちも行動を起こすことが重

有権者と政治家の間が政策で結ばれていない
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身近な行政をきちんとしなければいけない。それが新し
い時代の流れだということで、行財政改革をやって、節
約できるところは節約して、市民サービスをきちんとや
ろうという行財政改革が、まず第一点。それから、私自
身市民として日常生活をしていて、川崎に対する周りか
らの評価が非常に低いですよね。いまだに川崎は「灰色
の街だ」とか「煙たなびく公害の街」であるかのような
評価があるというのが、四年前の実態でありました。実
際私が生活してみて、こんな便利な住みやすいところは
ない。だからみんな遠くからここに来て住んで、人口も
毎年１万人ずつ増えているわけです。いいところでなけ
れば、１３０万人の大都市になるわけはないんですね。
そんないいところで、緑も多いし、多摩川の水だっても
う昔とは違ってきれいになっている。なんで悪いイメー
ジが残っているんだろう、おかしいな、ずいぶんズレが
あるなというのが実感でした。
この実態を、広く、市民はもちろんですけれど、日本中
に、あるいは国際社会にお知らせするだけで、川崎は事川崎は事
実、力のある街なんですから、いい街であると正当に評実、力のある街なんですから、いい街であると正当に評
価されると確信いたしました。価されると確信いたしました。ですから川崎の再生とい
うことで、市政刷新で行財政改革を徹底するということ
と、川崎の再活性化、再生ということを大きな柱にして、
選挙に出たわけでございます。それからもう一つ大切な
ことは、今申し上げた二つのことが中心なのですが、今
の時代の地方自治の流れの推進です。各区は人口が１５
万人から２０万人いて大きな都市なみですよね。各区の
中心になっている区役所がもっともっと市民に身近でな
いといけないし､市民活動が活発になっている中で､行政
と市民が力を合わせて街づくりをしていかないといけな

い。本庁で握っている権
限をできるだけ区役所に
移して区役所単位で身近

な行政サービスが徹底してできるようにしなければなら
ない。また投票率も低いですから、市民が多く参加でき
るような、みんなで盛り上げられるような街づくりをす
るのが、これからの新しい時代の地方自治であるという
ことを確信しておりましたので、区役所分権、住民投票
制度ということを申し上げてきたわけでございます。
市長に就任して、それを着実に実施してきたわけですけ
れども、この考え方は、さきほど堀添さんがこの画面で
映し出して説明された大きな流れと全く同じでございま
す。それはどういうことかといいますと、明治以来日本
の国は、とにかくヨーロッパやアメリカから先進的なも
のを東京に集めてきた。水道も下水も電話も、みんなそ
うなんですね。西洋のものを東京に集めて、そこからピ
ラミッドの形、トーナメント方式で、上から水を流すと
みんなまんべんなく広がります。そういう形で中央官庁
が東京で権限を握って、そして都道府県というのがその
出先機関、手足として、自分たちが思うとおりの形で国
が動くようにコントロールする。ですから土木行政もそ
うですし、あるいは警察もそうですね。特に戦前は、そ
ういう中央統制が非常に強かったわけで、そして、その
下に市町村を張り巡らして、全部まんべんなく日本全国
に同じような考え方、行政が行き渡る。一番いい例が義
務教育の標準語なんです。どうしてかといいますと、た
とえば薩摩と会津とでは言葉が外国語以上に通じないん
です。他国と戦争なんかできっこないわけです。ですか
ら、日本のちょうど真ん中の政権の中枢のところの山の
手の言葉を標準語として、日本全国一律に教えるという
方式をとったわけです。これが明治の国づくりの基本的
な枠組みなんですね。そういうことで、全国一律で同じ
ような街づくりをし、教育もし、そして対外的に強い企

自分でチェックしているのか、あるいは外部の団体に
チェックさせているのか、それを公表しているのか、あ
まり見たことがないんです。つまりマニフェストをブー
ムとして使っているとしか思えない。国会議員がいてた
いへん失礼なことを言いますけれど。私は毎年、チェッ
クをするようにしていますし、今年も、二年目のチェッ
クをしています。今、外部の評価委員会もできており、
来週、評価の報告をいただきますし、私も自己評価を出
します。こういうサイクルをつくってがんばっていきた
いと思っているわけです。
（堀添）
ありがとうございました。
それでは阿部市長、川崎市民にとって、身近な行政とい
えば、やはり川崎市役所であり、高津区役所等、行政区
だと思います。私は地方分権、地方主権ということで言
えば、基礎自治体としての川崎市の役割を今後できる限
り大きくしていく必要があるのではないか、と考えるわ
けですが、基礎自治体のトップ、とりわけ政令指定都市
のトップとして、現在の国と地方の関係で何が問題なの
か、簡単に自己紹介も含めお話しください。
（阿部）
市長に就任してから、三年半になりました。あと半年た
つとまた大きな試練が待っているわけでございます。今、
国と地方とで何が一番問題かということで、堀添さんは
すごく大きな問題を取り上げました。市議会議員でこん
なに大きな問題に真正面から取り組んで、しかもこうい
う形で非常に分析した資料を基にして、真面目な議論を
するという、非常に珍しいことだと、私は思っています。
さすがに会場の皆さん方が、○×のアンケートで非常に
ご理解があるということ、
すばらしいなと思うんで
すね。こういうところだ
と、本気できちんと日本の将来について議論できる。た
いへんうれしいことだと思います。私は国の公務員、い
わゆる官僚というのを２５年間やってまいりました。昭
和４２年から２５年間やりまして、それから大学の先生
を１０年、そして１１年目のときに市長選挙ということ
で、自分が住んでいるこの川崎市の市長選挙に立候補し
たわけでございます。
松沢知事からお話があったように、選挙に必要なお金も
ないし、組織もない、知名度もゼロという意味では、当
選したのは奇跡に近いぐらいだと思います。皆様方のも
のすごいご支援がないと当選できなかったはずでござい
まして、そういう意味では今になって選挙の怖さを実感
しているという状況なんです。
大きな流れとしては、二つあったわけです。一つは、市
役所の改革ですね。本当に市民のための、市民にとって

川崎は事実、力のある街なんです



業を育て、強い国にする。最後に戦争になっちゃったわ
けですけれども、そういう国づくりをしてきたのが明治
なんですね。
ヨーロッパやアメリカの物まねをして、日本全国に普及
させるというやり方でよかった時代は、それでも効率的
だったわけです。ところが戦後になって、民主主義にな
りました。今度は国が強いことが一番じゃなくて、国民国が強いことが一番じゃなくて、国民
が幸せになることが一番になったのが、戦後の憲法、民が幸せになることが一番になったのが、戦後の憲法、民
主主義なんですね。国民が一人一人豊かになって、幸せ主主義なんですね。国民が一人一人豊かになって、幸せ
になるということを目的に世の中をつくりかえようといになるということを目的に世の中をつくりかえようとい
うのが戦後の改革ですうのが戦後の改革です。これが民主主義ですから。そう
しますと、市民、住民に身近なところで自分が代表者を
出して、そこで決定できるというのが大原則なんです。
ですから戦後の流れが、憲法の改革によって、基本的に
は憲法によって、上下が逆転した。天皇陛下も、国民の
象徴になった。
こういう国、みんなが幸せになるようにという国になっ
た。経済が発展して豊かになってきました。そうすると、
今度は市民も「自分たちにもっと任せてくれ」「自分た
ちでもっと決定しようじゃないか」ということになって
くる。何でも国に言われるとおりにやるということでな
くて。そういう闘いが起こってくるわけです。闘いが起
こってくると、無駄がうんと見えてくる。市役所で市民
のために仕事をしますね。それをコントロールするのに、
いちいち「ああやれ。こうやれ」ということで県が入っ
てくる。すると市役所で仕事をするのに、県庁のお偉い
さんにいちいちお伺いをたてて、法律に従って勉強しな
ければならない。法律を勉強するだけで、容易じゃない
んです。そのために今は、給料の半分くらい吹っ飛んで
いるんですよ。法
律がたくさんある
ことが、本当は非
常に問題なんです。それを市役所の職員が、いちいち勉
強しなければならないんです。
県庁だってわからないですから、今度は国のほうに聞く。
それで国の言うことを聞かなければならない。補助金も
そうなんですね。自由な財源が７、８割あるという説明
がありましたけれども、国から入ってくる金が３割くら
いあったって、堀添さんがおっしゃったように、作り方、
金の使い方みんな指示されているわけです。結局２分の
１が国からきて、あと半分、同じ額だけ自分たちのお金
を国の言うとおりに使っていかなければならない。こう
いうことだから、結局ほとんど自由度がないという状態
になってくるわけです。学校、義務教育などまさにそう
なんですね。そうすると、どういうことが起こるか。市市
役所の人間で、一番大事なのは市民と一緒になって計画役所の人間で、一番大事なのは市民と一緒になって計画
をつくり、それを実行するということではなくて、県庁をつくり、それを実行するということではなくて、県庁
と打ち合わせをする、あるいは国の役所と行ったり来たと打ち合わせをする、あるいは国の役所と行ったり来た
りして打ち合わせをして、昔だとついでに東京赤坂で接りして打ち合わせをして、昔だとついでに東京赤坂で接
待をしたり、そんなことをやって、税金がどんどん消え待をしたり、そんなことをやって、税金がどんどん消え
ていくんですよ。ていくんですよ。
そういうこと自体が、今の時代、ものすごい無駄なんで
す。つまり、国民からいただいた税金が、ストレートに
すぐに国民に戻ってくるのではなくて、国の公務員を雇
い、市の公務員を雇い、そして公務員同士がやりとりす
るところで時間も消える、経費も消えていく。こういう
形になる。これが明治のときと今の仕組みの中で、根本
的に違う部分です。
政令指定都市は、全部の自治体の中では比較的県と同じ
くらいの権限を持って自分のところでやる。警察とか高
等学校は県ですが、他はだいたい自分のところでやって
いるけれども、国は重石としてのしかかっているのが実

（５）ほりぞえ健ニュース ２００５年６月号

態ですね。最近問題となっている地下鉄で、路線を新百
合丘から今度元住吉ではなくて、武蔵小杉に入れる。武
蔵小杉に新しい駅ができるんで流れが非常によくなると
いうことで、そういう判断をしているんだけれども、国
は認めないだろうとか、そういう話がくるわけです。事
業をやるのはこっちなんですよ。本当に市民にとって一
番いいものをとやったことを認めて、応援してもらえな
いと、困るんですけれどね。
国と調整するために公務員の労力がものすごく使われて
いく。そうではなく、川崎市民の税金が市役所に入って、
あるいは県庁にいく分は県庁にいって、みんな自分のと
ころで使えるようになると、真ん中に入っている余分な
経費は、ばさっと落ちていくわけです。
それと同時に国の方を向いて仕事をするのではなくて、国の方を向いて仕事をするのではなくて、
市民の方を向いて仕事をする、市民からの要望を受けて、市民の方を向いて仕事をする、市民からの要望を受けて、

それに迅速に答えそれに迅速に答え
を出し、多くの市を出し、多くの市
民の方がおっしゃ民の方がおっしゃ

ることができるようになる。ることができるようになる。こういう具合になるわけで
す。これから右肩下がりで縮小していく方向ですから、
できるだけ国全体として経費を節約し、市民からもらっ
たお金がすぐに市民に返るような仕組みに変えていかな
ければならない。そういうことを基本的な考え方として、
今までやってきましたし、今進めている改革の基本は、
そこにあるわけです。今回のテーマはまさしく時宜を得
た、本当にこれから全国の改革の核になるような、そう
いう話ですので、ぜひ皆さま方も一緒に考えていただき
たいと思います。どうもありがとうございました。
（堀添）
ありがとうございました。
ただいま、県、市の視点からお話しを伺ったわけですが、
樋高代議士には逆の立場から、つまり地方分権、地方主
権が進めば権限が小さくなる国の立場から見て、どうな
んでしょうか。国というか国会議員の立場から、地方主
権のメリットをどのように考えているのか、自己紹介も
含めてお願いします。
（樋高）
まず土曜日の本当にお忙しい中、こうして時間を割いて
お越しいただきましたこと、本当に心から厚くお礼申し
上げます。堀添さんは本当に論客でして、堀添さんなら
ではのこういうパネル・ディスカッション、どうか今日
は行った甲斐があったと、２回目３回目是非堀添さんに
要請して、またやってもらおうというふうに、この会が
成功裡に終わりますことを心から皆様方にもお願い申し
上げさせていただきます。
まず、今何が問題かということでございますけれど、そ
の前に、さっき堀添さんがおっしゃいました国のほうの
権限はどんどん減らすべきであると、私は思います。国

国の方ではなく市民の方を向いて仕事をする



（６）ほりぞえ健ニュース ２００５年６月号

のほうは最低限やるべきことのみやる。たとえば、国と
してきちっとやらなければならないこと、対外国とのや
りとり、つまり外交、安全保障という問題、あるいは国
全体の経済、景気をよくする、金融政策、最低限の部分
ですね。あるいは国全体としてのエネルギー政策、どう
いうふうにエネルギーを安定供給するかという部分のみ
国がやる。しかしそこはしっかりとやる。あとは全部、
地方のことは地方で決める。一番身近で、皆様方一人で
も多くの方が参加をした中で政策決定をしていく。そう
いう方向であるべきだと思っていますし、民主党の考え
方としては「地方主権型社会」という言葉を使っていま
す。地方が主役の社会、市民が主役の社会という理念を
謳わさせていただいております。
それで今何が問題か。まず一つは、国にそのビジョンが
ない、ということです。この国を五年後にこういう社会
にしましょう、十年後にはこういう日本にしましょう、
こういう国家にしましょうという、いうなれば紙芝居の
絵で描いたような、ビジュアルで想像できるような、概
念論として聞くのではなくて、写真のように絵のように、
みなさんが想像できるようなビジョンをまずきちっと提みなさんが想像できるようなビジョンをまずきちっと提
示をした中で、「地方主権」「地方分権」というのをど示をした中で、「地方主権」「地方分権」というのをど
んどん進めていかなければなりません。まずその青写真んどん進めていかなければなりません。まずその青写真
が描かれていない。が描かれていない。それと同時に、五年後までにこうし
ます、十年後までにこうしますという予告をすることが
重要です。予告をするには、まず国のほうにビジョンが
なければならない。これがまず一点目の問題です。
そして二点目は、連携が図られていないということです。
国と地方との連携です。これは言ってみれば、国が上段
に構えています。上にあるんです。これがそもそもおか
しいと思いま
す。国がすべ
て物事を決め
て、後それを地方に押し付けるという構図になっている
んです。もうこういう構図は、そもそも旧い、時代錯誤
であるというふうに思います。それと同時に、たとえば、
全国知事会や地方の政令市の市長会で、霞ヶ関に陳情し
ます。だけれども、全然聞き入れてくれないんです。
霞ヶ関では、あるいは国会のほうでもそうですけれど、
族議員がいて、最初から答えをつくっているんです。形形
式だけ「意見を聴くよ」という仕組みになっている。真式だけ「意見を聴くよ」という仕組みになっている。真
の意味の連携が図られていないの意味の連携が図られていないという問題点です。
そして三点目は、権限を地方に委譲しないで、お金だけ
減らしましょうという話なんです。要するに、お金が足
りなくなったから、川崎市がまんしてくれ、神奈川県が
まんしてくれと、それだけが先に走ってしまっているん
です。権限も財源も委譲しないで、ただ単に国からのお権限も財源も委譲しないで、ただ単に国からのお
金を減らしましょう、金を減らしましょう、と。しかも突然言ってくる。

また、松沢知事からお叱りを頂戴しました。今の国会・
霞ヶ関では改革できない。本当に、今そういう風に思わ
れてももっともだと思います。実は先ほど笠さんも言い
ましたけれども、だからこそ、何とか変えていきたい。
本当にこの神奈川から、川崎から今変えないといけない、
そしてモデルケースとして全国に発信するのだという思
いでやっています。それを、堀添さんは最もよくわかっ
ていて、今回のこの会を設定していただきました。どう
か、今日は本当に有意義な会にしていただきたい。また
これを機会にぜひとも、今後とも皆様方のご意見を寄せ
ていただきたい。今日はありがとうございます。
（堀添）
各パネラーから、現在の政治の課題について、各々の立
場からご発言をいただきました。旧来型の選挙公約、選
挙のあり方の課題、そして国と地方の関係における課題
について、かなり具体的なイメージを持つことができた
ように思います。
それでは、次に、こうした課題の解決に、ローカル・マ
ニフェスト、地方分権・地方主権が役立つのか、という
観点でお話しをいただければと思います。
まず、松沢知事に伺いますが、知事に就任されてちょう
ど任期の折り返し地点に差し掛かった訳ですが、これま
で県政を担ってきた中で、マニフェストはどのようなメ
リットがあったのでしょうか。よろしくお願い致します。
（松沢）
私は無党派で闘って知事に当選させていただきました。
ほとんどの議員は、政党を名乗って出てきますよね。で
すから、たいへんな状況でありました。とにかく「松沢
マニフェストにしてやられた」と、自分たちが担いでい

た知事候補が
負けちゃった
わけです。で

すから、議会に知事がでてきたら徹底して論戦してやろ
うと、こういうたいへんな対立関係になりました。私の
マニフェストを一字一句分析して、「ここはちゃんと説
明できるのか」「この数値目標の根拠はなんだ」と、何
から何まで議会で質問してくるんですね。
それからマスコミのほうも、私の定例記者会見ではマニ
フェスト用語が飛び交って、｢知事のマニフェスト､政策
３２番ですが｣と､こうやって枕詞にマニフェストが付い
てくるんです。マニフェストに対する質問は議会でも記
者会見でも､たいへんなものでした。ただ､マニフェストマニフェスト
が登場したことによって、政策中心の議論が始まっていが登場したことによって、政策中心の議論が始まってい
るんです。るんです。最初の議会から「このマニフェストのここは
どうなんだ」「知事は説明できるのか」と、ものすごい
政策議論になっていくわけです。これだけでも大変化で
す。
それと難しいのは、マニフェストは候補者である私の政
治宣言なんですね。有権者との約束なんです。ただ神奈
川県には、長い間継続してきた行政の総合計画というも
のがあるんです。この総合計画に基づいて、たとえば廃
棄物処理計画ですとか、青少年育成プランですとか、
様々な計画がぶら下がっているんですね。これは知事選
があっても、五年計画ですとか十年計画というふうに、
継続性をもとにしてつくった計画なんです。議会もここ
をついてきたんです。「知事はマニフェストでこう言っ
ている。でも、県の総合計画ではこうなっている。いっ
たいどっちでやるんだ」「ダブルスタンダードじゃない
か」と。確かにこの指摘は、非常に厳しかったし、私も
痛いところをつかれたなぁと思ったんですね。たとえば
廃棄物の処理計画でも、リサイクル率の目標が、私のマ
ニフェストでは２０パーセントになっている。でも、県

形式だけ「意見を聴くよ」という仕組みになっている



（７）ほりぞえ健ニュース ２００５年６月号

の廃棄物処理計画では２３パーセントじゃないか、県は
どっちを満たすんだと、どっちに責任をとるんだと、こ
ういうことを指摘されたわけです。
そこで私は確かにこれは、このままでいくと厳しいとい
うことで、マニフェストを基に総合計画を作ることにし
たんです。そうすればこれが一体化するわけですね。職
員もマニフェストなんていうものに対応するのは初めて
ですから、議員には指摘されるは、知事は言うことを聞
かないはで、県の職員も四苦八苦しちゃうわけですね。
「どうしたらいいんでしょうか、私たちは」ということ
で。それでマニフェストを基に総合計画を作った。約半
年かかりました。ですから私の最初の半年、１年は、も
う一度計画をマニフェスト型に作り直さなければならな
かった。でも、これはやらなければいけないんです。で
ないと、ダブルスタンダードになってしまって、どちら
でいっていいかわからなくなってしまうんです。こうい
う難しさもあったんですね。
ただ、マニフェストを総合計画化する過程において、私
と職員がどんどん決めて本当にいいのかということで、
議会のほうも特別委員会を作って、この総合計画につい
ては議論しようじゃないかということになったんです。
これも、わたしにとってはつらいですけれど、議会が本
気で政策を議論していかないと、知事のいいほうにどん
どん持っていかれちゃうなという危機感があって、特別
委員会もできたんですね。そして最後に議会は、総合計
画を知事が作ってもいいけれども、最終的にはその総合
計画でいいのか、議会がチェックし、判断して議決をし
ますよと、ここまできたわけです。
ですから、議会の政策能力が高まるという意味では、私
は神奈川県議会は一
歩前進したんではな
いかというふうに思
っているんです。これだけ具体的な政策でどんどん動い
ていきますから、県庁全体で政策論議が活性化してきた
というのは事実だと思います。それで今それを全国運動
としてやろうということで、市長や知事たち首長のマニ
フェスト連盟と同時に、地方議員がマニフェストをどう
考えるか勉強しようという議員連盟ができはじめまして、
私は地方議員の皆さんもこのマニフェストをどう捉えよ
うか、マニフェストをどう議論しようか、あるいは自分
たちの選挙でもマニフェスト的なものが出せないのかど
うか、会派で出すのか、政党で出すのか考えはじめてい
ます。議員の場合、一人の権限で動かせませんから、個
人で出すのは難しいと思いますが、そうやって議員の皆
さんにも影響を与えている。こういうことで、自分に
とっては厳しい場面が多いですけれど、私は、県庁の政
策議論の活性化という意味では、すごく役立っているん
じゃないかと思います。
（堀添）
ありがとうございました。
それでは阿部市長に伺います。先ほど、現在の国と地方
の関係から生じている問題についてお話を伺いましたが、
地方主権、地方分権を進めることで、そうした問題は解
決するのでしょうか。よろしくお願い致します。
（阿部）
皆さんが非常に関心をお持ちの悪い例をどうするか、と
いうところでお話をしたいと思います。今、国で問題を
指摘されている社会保険庁というものがありますね。そ
れから政令市で問題を起こしているのが、大阪市です。
おそらく「大阪市でああいうことをやって、問題になっ
てきた。だから国でコントロールしなければいけない」
というご意見が必ず出てくるんですよね。でも、社会保

険庁はどうなんだと。あれは国でやってるじゃないかと。
国でやっているもののほうが、改革のスピードは遅いし、
おかしいじゃないかと。大阪市は確かに問題があった。大阪市は確かに問題があった。
問題があったけれど、議会があるし住民の目が光ってい問題があったけれど、議会があるし住民の目が光ってい
るので、改革に動き出したら速いわけです。一挙に「余るので、改革に動き出したら速いわけです。一挙に「余
分な金を使っているじゃないか」と１６０億バサッと落分な金を使っているじゃないか」と１６０億バサッと落
ちるわけですから。でも、社会保険庁は全然変わらないちるわけですから。でも、社会保険庁は全然変わらない
じゃないですか。ですから、そこがポイントなんですよ。じゃないですか。ですから、そこがポイントなんですよ。
私が市長に就任しまして、川崎市も大阪市に似たような
ところがありましたから、行財政改革プランを作りまし
た。いっぺんにバサッというわけにはいかないので、一
つ一つみていった。今、改革をやって一生懸命スタッフ
としてがんばっている人たちが五十五歳になると給料も
上がらなくなるし、退職金だってバサッと減らされてい

くということで、私
は気の毒でしょうが
ない。だけど、それ

をやらないといけない。やはり地方自治体は監視の目が
あるし議会だってすぐに対応します。動き出すわけです。
それから大阪市みたいなものが何故見逃されたか。ただ
単に市長選挙の構図だけではないんですね。それは何故
かというと、議会のチェックがうまく利かないというの
は、さっきから出ている法律に基づいてこういうことを
実行していると、法律そのものに無駄があったら、議会
がチェックしようがないんですよ。法律のとおりにやっ
ていますと言われたら、議員がいくらつっこんだってそ
こから先にいきません。
それから補助金でも何でも、細かい補助要綱で国から指
定されて、それに基づいて仕事をやっています。だから、
議員もそれこそよっぽど勉強していないと、堀添さんみ
たいに市役所に実際に勤務して、中身がわかっていて市
議会議員になるというような、そういうような中身まで
わかった人でないと、なかなか厳しいところまでチェッ
クできない体制になっている。
これがみんな自分たちのところで決めるということにな
ると、議会で作った条例に基づいてやるわけです。国会
で作った法律に基づいてではなく、自分たちが作った条
例に基づいて仕事をするから、議会もピシッとチェック
できるんですよね。ここが地方分権と、国中心で国の法ここが地方分権と、国中心で国の法
律、あるいは補助金に基づいて地方自治体が仕事をやっ律、あるいは補助金に基づいて地方自治体が仕事をやっ
ていることの一番の違いになります。ていることの一番の違いになります。問題が社会保険庁
と大阪市で出ていますが、どっちが早く改革が進んで適
正になるかよく見ていていただきたいと思います。ここ
に大きな制度を改革していくヒントがあるだろうと、私
は思います。社会保険庁をチェックするのは国会なんで
すからね。国会議員が全部チェックできるかどうか、樋
高さんに聞いてみたいと思うんですけれどもね。地方分

自治体は改革に動き出したら速いわけです
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権が、いかにこれからの日本の国を変えて豊かにしてい
くか、ということを理解していただきたいと思います。
（堀添）
ありがとうございました。
阿部市長と同じ質問を樋高代議士にもいたしますが、先
ほどの問題は、地方主権、地方分権を進めることで、解
決するのでしょうか。阿部市長からのご質問も含めて、
よろしくお願い致します。
（樋高）
まず今の社会保険庁の話ですけれど、もうこれは解体を
するということを、はっきりと打ち出させていただいて
おります。もちろん、雇用の問題も発生したりして、ご
家族が路頭に迷うようなことになっても社会的に問題に
なってきますので、セイフティネットはしっかり敷いて
やるということであります。
さて地方主権確立のために何が必要なのか、解決に何が
必要か。結局のところ、行政というのはコストがかかり
ます。もちろん無駄遣いを徹底してなくすという前提で
のコストですけれども。そして一方で、霞ヶ関からお金
を執行するのではなくて、川崎市や神奈川県、皆さんが
住んでいるすぐそばで執行してもらう。お金を出しても
らうという仕組み。それと同時に、そのお金の出し方に
ついて皆さんが一番目が届きやすいすぐ近くでチェック皆さんが一番目が届きやすいすぐ近くでチェック
をしてもらう。そういうことが必要だと。をしてもらう。そういうことが必要だと。そういう理念
に基づいて考えますと、いくつか政策の柱がありますが、
たった一つ端的で一番大きいのが税源委譲、いわゆる個
別補助金という仕組みを原則として全廃をして、一括で
交付する。要するに、ある程度のお金を「この分は教育
に使ってください」と言って、県や市にそのままお金を
渡してしまうんです。
中の組み立て方、細
かいところは全部県
や市で考えてもらいましょうという仕組みにする。そう
いうことが大切だと思います。
一番最初の堀添さんの問題提起のところで、たとえば学
校の建て替えという事例がありました。あれが一番すご
くわかりやすいんです。去年だったでしょうか、滋賀県
の豊里町で小学校の校舎を解体する、しないという問題
がありました。あれは地域のほとんどの方々が、あの建
物はすごい歴史があって、残したいという話だったんで
す。ちゃんとリフォームすれば、地震にも耐えられるよ
うに造り替えることはできたんですね。しかし、なんで
あれが結局解体されたかというところが、実はみそなん
です。補修をすると３分の１は国から出ます。残りの３
分の２、６６．７パーセントは、市町村が負担をします。
しかしながら、いっそのこと建て替えをしてくれたら、
さらに国は４０パーセント出しますよという、えさを撒

いているわけですよ。国のほうからお金をひっぱってく
るために、そこで利権が発生するわけです。族議員は跋
扈するは、票とお金で取り替えようとするは、それがい
わゆる政官業の癒着体質につながっていくんです。こうこう
いう仕組みを根本からなくすためには、やはり税源と権いう仕組みを根本からなくすためには、やはり税源と権
限を地方に移すと、これに尽きるんではないか限を地方に移すと、これに尽きるんではないかというふ
うに思います。
７月の東京都議会議員選挙にむけて、『東京マニフェス
ト』というのを作りました。私もこの間まで、民主党の
政策調査会の副会長をさせていただいていましたので、
政策の細かいところを決めさせていただいたんですが、
ぜひこれにも興味を持っていただきたいと思います。
松沢知事が実はすごいことを２年前やったなと、高く評
価をしておりまして、当たり前のようにおっしゃってい
ますけれども、全国の選挙で初めて選挙革命、マニフェ
スト選挙をやったんです。先ほど来、ご苦労を重ねて来
られていることもずっと披瀝なさっておいでですけれど
も、新しいことを実はこの神奈川でやっている新しいことを実はこの神奈川でやっているというこ
とを、皆さんぜひ応援をしていただきたいんです。選挙
革命、「政治の入り口は選挙だ」という話でしたけれど
も、やはりこのマニフェストによって、閉塞感を打ち破
るんだと、堀添さんからの話もありましたけれども、ぜ
ひ皆様方のご理解とご協力を今後ともいただきたいと
思っております。ありがとうございます。
（堀添）
どうもありがとうございます。
かなり議論が煮詰まってきたように思います。現状の課
題、そして解決の鍵として、やはりローカル・マニフェ
スト、地方主権・地方分権は有効であることが、あらた

めて明らかになった
ように思います。
それでは、最終パー

トに移りますが、今までの議論を踏まえ、今後どのよう
に職務を遂行していくのか、抱負について伺いたいと思
います。
まず松沢知事に伺いますが、今までの２年間の取り組み
を踏まえ、後半の２年間でマニフェストをどのように活
用していくのか伺います。とくに地方自治体は、国政と
は異なり、首長も議員も直接主権者から選挙で選ばれる、
いわゆる二元代表制をとっていますので、ここからくる
マニフェストの課題について、どのように考えているの
か。また、これから国の来年度予算編成作業が始まるわ
けですが、知事会としての取り組みについても、お話し
いただければと思います。
（松沢）
マニフェストを地方主体で実現していくには、地方自治マニフェストを地方主体で実現していくには、地方自治
体が、自分たちのことは自分たちで決められる、あるい体が、自分たちのことは自分たちで決められる、あるい
は、必要なお金は自分たちで集められる、こういう独立は、必要なお金は自分たちで集められる、こういう独立
した自治体になっていないとできないした自治体になっていないとできないわけですね。たと
えば、いつまでたっても国から補助金をもらわないと事
業ができない、地方交付税をもらわないとお金が足りな
い。こういう自治体だと、独立した政策が打てませんよ
ね。国の財政状況によって全部影響を受けてしまうわけ
です。そこで、大きな枠として、一つには、今小泉さん
は『三位一体改革』という言葉を使っていますが、この
大きな国と地方との税財源の改革が必要です。簡単に言
えば、税源を地方に移す。そして無駄な補助金をやめる。
地方交付税を見直す。そうやって、地方が自分たちの財
源と裁量で街づくりができるような体制にしていく。
『『三位一体改革三位一体改革』』というのをこの２年間やってきましたというのをこの２年間やってきました
が、第一期分は地方にとっては完敗です。が、第一期分は地方にとっては完敗です。大失敗。国の
独り勝ちなんです。何故かというと、この『三位一体改

新しいことを実はこの神奈川でやっている
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革』というのは、あくまでも地方分権を目指すための改
革にしなきゃいけないのに、国は、ちょっと動機が不純
なんです。国に溜まってしまった借金、財政赤字をどう
にか解決したいから、『三位一体改革』を利用して、う
まくやっちゃおうと。こういうことなんですね。つまり
は自分たちが一番要らない補助金、特に将来嵩がかさみ
そうな補助金、これを地方に今のうちに移してしまう。
それで税源移譲はできるだけやらない。それで地方交付
税はずっと少なくしちゃおうと。この作戦なんです。
というのは『三位一体改革』は、地方分権推進の審議会
から出た改革ではなくて、「経済財政諮問会議」という、
小泉構造改革を支えるための審議会から出てきています
から、中心は財界人です。財務省と一緒になって、とに
かくこの国が抱えた大借金を、地方を巻き込む改革でど
うにかうまくやってしまおうよと。こういう思惑なんで
すね。
今回の税源移譲はまだ３兆円ですから、今後、第二期改
革をやらなければだめです。 私たち全国知事会では、

少なくとも８兆円の税源移譲、９兆円の補助金カットと
言っていますから。第二期改革、第三期改革をやってい
かなければだめなんです。今後、私たちが第二期改革に第二期改革に
入る上で入る上で『『三位一体改革推進法三位一体改革推進法』』という法律を作ろう。という法律を作ろう。
その法律で土俵を作って、その土俵に国と地方が上がっ
て、それで公平な行司の下で相撲をとって、勝ち負けを
決めていこうよと、私は考えています。これが全然でき
ていないんです。『三位一体改革』は、地方分権に向け
ての改革で、一方の当事者は地方であるはずなのに、今
までは土俵にも乗れないんです。土俵に乗っているのは、
閣僚と族議員です。地方は外から、砂被りの席あたりか
ら「ああしてくれ」「こうして
くれ」「これはやだよ」と、ヤ
ジをとばすだけなんです。こう
いう構図だから、地方は全部負けてしまうんですね。
私は『三位一体改革推進法』というものを作って、そこ
でたとえば三位一体改革の基本計画をたてる。５年間で
やるんですよ。そして三位一体改革の協議会というもの
をつくりましょう。このメンバーは、主要閣僚と地方６
団体の代表で、ここが決めていくんです。そして行司役
として、三位一体改革の推進委員会というものをつくろ
う。ここには民間のもっともカリスマ性のあるご意見番
を置いて、三位一体改革がきちっとした方向で進んでい
るのか、行司として見てもらおう。皆さん、土光敏夫さ
んという方を覚えていらっしゃいますか。あの中曽根さ
んのときの第２次臨時行政調査会が、徹底した国の行革
を進めるときに、土光さんがその委員長になって、国が
無駄遣いしているんじゃないか、こうやってご意見番を
やったわけです。だから、あの改革は進んだんです。こ
うやって土俵をしっかり作って、地方もその議論の中に
はいる。当事者になる。土俵に上る。そしてきちっと行
司に見てもらって改革をしない限り、地方はいくら三位
一体改革をやっても、いいところはとれません。国にう
まいように使われるだけなんですね。それでまず、この
『三位一体改革推進法』というものを作らせよう、とい
うのが、私の一つの目的で、今全国知事会でも、そうい
う動きになっております。
二つ目なんですけれども、今後、三位一体改革なり地方
分権を進めるには、その中身のお金をどう動かすか、事中身のお金をどう動かすか、事
務事業をどう地方分権してもらうかという議論と同時に、務事業をどう地方分権してもらうかという議論と同時に、
器の議論というのが必要器の議論というのが必要なんです。本当に国から地方に
権限や財源が下りてきて、今の都道府県で対応できるの
か、あるいは今の市町村で本当にその事務事業ができる
のか、という議論をしなければいけない。大変難しいん

です。たとえば神奈川県で一番小さな自治体ってどこだ
か知っていますか。宮ヶ瀬ダムがある清川村というとこ
ろなんです。ここは人口が３千人なんですよ。では、神
奈川県で一番大きな自治体はどこだか知っていますか。
横浜市。人口３５０万です。３千人と３５０万。両方と
も基礎自治体ですが、人口に１千倍以上の違いがあるん
です。基礎自治体というのは、これからの地方分権の受
け皿となりますから、最終的には、私は基礎自治体がで
きるだけ仕事をすべきだと思っております。市町村合併
は、当事者である市町村や住民の皆さんが自主的に判断
されるべきですが、私は、地方分権の受け皿として合併
を議論することは必要だと思います。
それともう一つは、阿部市長も多分お考えを持っている
と思いますが、大きすぎる自治体の分割も必要なんです。
横浜市は人口が３５０万で一人の市長でしょう。中田さ

んは有名だからみんな知ってい
るかもしれないけれど、市長が
遠すぎるし、市長に権限が一極

集中してしまうんです。だから今阿部市長は、各区に分
権をしようということで、区長を民間人で選んでみたり、
市役所まで来なくても区役所で事足りるように分権して
いるんですね。この動きも必要なんです。そうやって、
基礎自治体のサイズをもう少し平準化しないと、市町村
が地方分権の受け皿になれないんですね。ですから私は、
一般論として言えば、基礎自治体は５万から１００万く
らいの規模が適当ではないかと考えています。
もう一つ言いますと、基礎自治体の改革が進んでいくと、
県というのは必要なのかという議論になる。神奈川県は、
横浜市３５０万、川崎市１３０万、相模原が津久井と合
併しますと７０万になり、湘南市という議論もあるんで
すね。ここも政令指定都市になったら、神奈川県の中に、
４つ５つの政令指定都市ができて、政令指定都市は県の
仕事ができますから、県のやることがなくなってしまう。
では広域行政、中間行政というのは必要ないのかといっ
たら、そうではない。そこで私は首都圏連合構想という
ものを打ち出しているんですね。神奈川県ではもう狭い神奈川県ではもう狭い
んです。んです。経済圏である首都圏全体をにらんで、ここで広
域行政をやれる仕組みを作ったほうが、経済圏と行政の
範囲が一致して、仕事がやりやすいんです。都道府県の
制度っていつできたか知っていますか。廃藩置県といっ
て明治政府ができてすぐできたんです。しかし皆さん、
当時はまだちょんまげ結っていた人がいた、地下足袋の
時代ですよ。その時代から今は交通手段が発達して、も
のすごく行動範囲が広がった。経済はどんどんグローバ
ル化して、一日のうちにいろんな経済が大きな範囲で動
くようになった。これだけ時代が変わっているのに、都
道府県の県境は全然変わらないわけです。
今、道州制の議論が始まっています。今日の朝刊に、地

神奈川県ではもう狭いんです
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方制度調査会というところから、道州制をやるとしたら
これぐらいの範囲で日本を分けたらどうか、８つとか９
つくらいに分ける案が出てきていますよね。首都圏連合
みたいなものを作って、首都圏全体で共通のテーマに取
り組める体制を作る、それを将来道州制につなげていく、
こういう広域行政の改革も必要なんですね。
最後に、皆さんぜひとも誤解しないでいただきたいのは、皆さんぜひとも誤解しないでいただきたいのは、
マニフェストは選挙に勝つための、そのブームに乗るたマニフェストは選挙に勝つための、そのブームに乗るた
めの道具では決してないんです。政策中心の政治をつくめの道具では決してないんです。政策中心の政治をつく
るためのシステムなんですね。るためのシステムなんですね。ですからマニフェストと
いうのは、日本の政治を大きく変革する一つの手段にな
りえると思うんです。でもこのマニフェストを成功させ
るためには、このいいシステムを、志を持った政治家が
本気で運営するかどうか、ここにマニフェスト政治の成
功がかかっているんです。ですから、私は全国の首長さ
んあるいは政治家のみなさんに訴えたいのは、ぜひとも
マニフェストに挑戦して欲しいし、しかし挑戦するから
には選挙のアピールだけに使って欲しくない。選挙が終
わっても、マニフェストにこだわり、きちっと経過報告
をし、情報公開をして、常に住民のみなさんの方を向い
て対話の政治を行っていく、これがやはり成功の鍵だと
いうふうに思います。今日は本当に素晴らしいシンポジ
ウムにお招きいただき、ありがとうございました。
（堀添）
次に樋高代議士に伺いますが、現在民主党は国会で野党
なわけですが、野党の立場としてできることは限られて
いるとはいえ、地方主権をどのように進めていこうと考
えているのか、お話しください。
（樋高）
一言で言うならば、政権交政権交
代を目指すというところに代を目指すというところに
尽きるのではないでしょう尽きるのではないでしょう
か。か。政権交代なくして真の地方分権地方主権はなしだと。
族議員、あるいは霞ヶ関、そこがお互いに結託し談合し
て「そんなに権限を移さないようにしようよ」「自分た
ちの力がなくなっちゃうじゃないか」というところに楔
を打ち込む。しかし、今の政権では無理なんです。です
からやはりお互いに政治の舵取りをする側が交代をする
仕組みをつくる。もちろん一方で民主党がだらしなかっ
たら、また逆のほうに政権をゆだねる。今本当に政治に政治に
競争原理が働いていないというところから、政治に緊張競争原理が働いていないというところから、政治に緊張
感がないところに、大きなそもそもの問題が存在する感がないところに、大きなそもそもの問題が存在すると、
私は思っております。どうか今日これを機会に、政策に
一人でも多くの方々に興味を持っていただければ幸いで
す。今日は本当にありがとうございました。
（堀添）
最後にそれでは阿部市長に伺いますが、先ほども議論が

ありましたとおり、地方分権、地方主権では、できるだ
け身近な行政である市区町村に権限を移していくことが
重要であると思いますが、政令指定都市の市長として、
どのようにリーダーシップを発揮されるのか、お話しく
ださい。とくに、国、県、市が行っている業務について
も、今まで行ってきたからというだけではなく、本当に
それらの業務が必要なのか、仮に必要だとしても、誰が
行うべきか、という観点で事業の仕分けが必要に思いま
すが、そのあたりについても伺います。
また、前回の川崎市長選挙では、まだマニフェスト選挙
の流れがなかったものの、かなり具体的な公約を掲げて
選挙に臨まれ、この間着実に実行してきたように思いま
すが、そのあたりの評価についてお伺いいたします。
（阿部）
当時、まだ「マニフェスト」という言葉がありませんで
した。できるだけ具体的にということで、公約を掲げま
した。選挙のときの公報はかなり抽象的なものなんです
が、街頭で配った冊子、これはかなり詳しいものでござ
いました。市政の改革と川崎再生のための努力と、市民
自治、これらを掲げてきたわけです。住民投票制度がま
だ実現していないだけで、ほぼ全部、完成というわけで
はないですが、着手をし、やってきました。住民投票に
ついては自治基本条例の中に位置づけをしておりまして、
議会で承認してもらっていますので、これはいずれ中身
を検討して実現するということになるだろうと思います。
今回はもっと詳しいきちんとしたマニフェストを作って
出す予定で考えておりますけれども、実はもうすでに新
しい『新総合計画 川崎再生フロンティアプラン』とい
うのを発表いたしました。この一つ一つが川崎市の業務

全体のマニフェストです。
六百ページ近い大作で、こ
れに事業の予定、年次、金

額、どのくらいかけてどのくらいやるかということを、
１０年計画と３年計画という形で示しています。特に３
年計画のほうはマニフェストそのものでございますので、
選挙をやるということになった場合には、そこの要点で
特に市民に訴えたいものをピックアップしてそれをマニ
フェストとして出すという形になろうかと思います。
これから地方主権改革について、『三位一体改革』が成
功したか、しないかということを見る視点をお示しして
おきたいと思います。先ほどお話したように、明治以来
ピラミッド型の構造ができているということを申し上げ
ました。国全体国民全体が納めている税金が９０兆円近
くありますが、６割は税務署を通じて国の税金なんです。
残りの４割が、県と市の税金ということです。国に入っ
た６割の税金の半分、大体３割分が国から県、市という
具合に階段を下りるようにして、流れてくるんです。こ
こに法律がべったりくっついていて、その予算を配分す
るお役人がたくさん国にいて、県にもいて、市まできて、
市にも補助金や地方交付税をもらうための職員がいて、
それを実行する形になっています。『三位一体改革』は、
補助金も減らす。国で税金を取る分が、地方自治体のほ
うでとるという形になります。国の職員はうんと減らせ
ますね。配分するときに各省庁でものすごくたくさん役
人がいます。法律を作っている人たちも、管理する人た
ちもたくさんいます。組織をスリム化して、公務員を減
らすことができます。そうすると、税金が税務署に入っ
て、霞が関から流れてくるという仕掛けよりも、川崎市
なら川崎市にストンと入っちゃうと、国の公務員をうん
と減らすことができる。『『三位一体改革三位一体改革』』というのは、というのは、
ただ単に国から地方自治体へ流れるお金を減らすというただ単に国から地方自治体へ流れるお金を減らすという
ことではなくて、その流れを断ち切ることによって、国ことではなくて、その流れを断ち切ることによって、国

政治に競争原理が働いていない



（１１）ほりぞえ健ニュース ２００５年６月号

の改革をやるということなんです。の改革をやるということなんです。ですから、国の公務
員が何人減ったか、組織がいかにスリムになったか、そ
して国民からいただいて、国民に直接返っていく税金の
比率がどれくらい高くなったかということを見ていただ
きたいと思うんです。市に入った税金は市が直接市民の
ために使う。県に入った税金は直接県で使う。そうする
と、国から県、市と降りてくるお金の流れ、あるいは法
律の解釈も、少なくて済むわけです。だからここもうん
と組織が減る。そうすると、知事がおっしゃったように、
県庁がひょっとしたらいらなくなる可能性がある。とい
うことで、首都圏連合あるいは道州制という形で、もう
ちょっと大きい組織に生まれ変わることになる。市が市
民に対して直接、今国がやっているような仕事もする。
こういう形になるわけです。
こういうことを皆で主張しないといけないし、そういう
主張をしている国会議員を当選させるように皆で努力を
していくことが一番の早道です。われわれも常にそうい
うことを国に対して主張するし、市民に対しても訴えて
いくということが、重要になっていくだろうと思います。
市民からいただいた税金はすぐにストレートに市民に返
せるようにする。そうすると、市役所の公務員もうんと
減らすことができるようになります。そしてこれから税
金はあまり納めないけれども、元気な高齢者や団塊の世
代がうんと増えます。そうすると税金は納めなくてもい
いから、地域づくりを皆で手伝ってください、知恵を出
して、ＮＰＯ法人でも何でもいいですよね。学校の先生
が少なくなったら、地域の人たちが学校に行って子ども
たちを教えるようなこともやってくださいよ、建物の管
理もやってくださいよということになると、税金もうん
と少なくて済むん
です。そういう、
本当に地域のこと本当に地域のこと
は地域の人皆で考えて解決していくという国にしていかは地域の人皆で考えて解決していくという国にしていか
なければならない。それでこそ国際社会で本当に国民中なければならない。それでこそ国際社会で本当に国民中
心市民中心の国家となるわけです。心市民中心の国家となるわけです。ぜひ、そういう運動
を皆さんと一緒に進めたいと思います。ご協力をお願い
いたしたいと思います。ありがとうございました。
（堀添）
まだ阿部市長は、正式に再出馬の意向表明をされていな
い段階ですが、もし仮に、仮にですが１０月の川崎市長
選挙に立候補される場合、当然ローカルローカル･･マニフェストマニフェスト
を掲げて選挙に臨まれると考えてよろしいのでしょうか。を掲げて選挙に臨まれると考えてよろしいのでしょうか。
先ほど、総合計画をベースに、とくに市民に訴えたいも
のをピックアップしマニフェストにまとめられるとのお
話しもありましたが、このあたりについて再度伺います。
（阿部）
その通りです。それで中身はやはり、市政の改革と「元その通りです。それで中身はやはり、市政の改革と「元
気の出る川崎」、民間の力を伸ばすということです。場気の出る川崎」、民間の力を伸ばすということです。場
合によったら、「ゼロ予算政策」というのをやります。合によったら、「ゼロ予算政策」というのをやります。
予算を使わない。公務員が給料をもらってということで
はなく、市長があちこちに行って「こういうことをすれ
ばよくなりますよ。元気が出ますよ」ということを言っ
て歩いて、それを皆さんに実行してもらうことで、川崎
全体が元気が出る。たとえば「音楽のまちづくり」がそ
うです。私は言っているだけで、皆さんが一生懸命やっ
てくださっている。近いうち確実に「音楽のまち」にな
ると思います。そういうこともやりたいと思います。
（松沢）
一言だけいいですか。高い席から恐縮ですけれど、私の
ほうから皆さんにお願いがございます。と言いますのは、
ご本人は言いにくいでしょうから。今日のシンポジウム、
私は大変素晴らしい企画だなと思って、パネラーとして

も参加させていただきました。堀添さん堀添さんの、この発想で
すよね。やはり、地方議員さんが支持者を増やすのは利
益誘導をするのが一番早いんですよ。簡単に言えば「ド
ブ板政治」をやって。でも堀添さんは、やはり常に政策
にこだわろうと、しっかりと民主政治をこの地域に根付
かせるために、こうやって皆さんと政策議論をやろうと、
こういう部分を大切にしようという、素晴しい政治家で
あります。ぜひとも、堀添さんを皆さんがしっかりと地
域で支えて、育てていただきたいと思います。
また、樋高代議士樋高代議士は私たちの同志であります。地方分権
に理解のある政治家ががんばらないと。今、権力を持っ
ている政治家は中央集権のほうがいい人たちばかりなん
ですね。自分たちの活躍の場があるんですから。地方分
権をやるということは、自分たちの権限を減らす、でも
日本のためにやるか、ということなんです。そういう樋

高代議士を、ぜひ
ともお育ていただ
きたいと思います。

阿部市長阿部市長は、仮定の話ですけれども、マニフェストを出
すと言ってしまっていますから、十月に二期目の再選を
目指すことになると思います。私も阿部市長に「とにか
く川崎を蘇らせるために出て欲しい」とお願いをした一
人でありまして、次もお出になると期待しておりますし、
私も一生懸命応援させていただきたいと思いますので、
皆さん、そうなった暁には、総力を挙げて阿部市政二期総力を挙げて阿部市政二期
目実現のためにご支援をいただきたい目実現のためにご支援をいただきたいと思います。
三人から言いにくいと思いましたので、大変僭越とは思
いましたが、一言皆さんにお願いをさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
（堀添）
どうもありがとうございました。ちょっと駆け足となっ
てしまいましたが、現在の政治の課題、そしてそれを解
決するための鍵として、地方主権、ローカル・マニフェ
ストが重要な役割を担うことが、国、県、市の第一線を
担っているパネラーのお話により、かなり鮮明になった
のではないかと思います。パネラーの３方にお礼を込め
てぜひ拍手をいただければと思います。
冒頭でもお話ししましたが、現在の政治、とりわけ地方
政治における議会のあり方は、本当に時代の変化に対応
できているのだろうか、本当にこれでいいのだろうか、
と常々思います。われわれ議員は市民の付託に基づき、
政治に関わっているのですから、主権者の立場に立ち、
主権者の声をきちんと政治に反映するために、何をすべ
きなのか、そういう観点でがんばってまいります。その
ためにも、本日お集まりくださった皆様のお力をぜひお
寄せくださいますよう、心よりお願い申し上げます。
本日は本当にありがとうございました。

（２００５年５月２８日 文責：ほりぞえ健後援会）

地域のことは地域の人皆で考え解決していく



第２０回第２０回 「川崎市政に参加する会」のご案内「川崎市政に参加する会」のご案内

私たちの住む川崎市を「安心して暮らせるまち」に
していくためには、私たちの手でもっともっと変えて
いかなければならないと思います。

一人一人の主権者の皆様とともに、新しい川崎市の
あり方について、勉強し、議論し、実行していく場と
して、「川崎市政に参加する会」を開いています。

毎月、その時々にあったテーマを設定し、開催して
おりますので、皆様のご参加を心よりお待ち申し上げ

ます。

第２０回 ６月２５日 午後１時半～てくのかわさき

「川崎市の行財政改革」
－第二次行財政改革プランの課題と目標

（１２）ほりぞえ健ニュース
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に
蔓

延
し
て
い
る
。
し
か
し
問
題
を
先
送
り
し
て
い
る

余
裕
は
も
は
や
な
い
。
市
民
の
手
が
届
く
地
域
が

実
体
的
な
権
限
を
持
ち
、
市
民
自
身
の
参
画
で
政

策
作
り
と
そ
の
実
現
が
図
ら
れ
る
、
地
方
主
権
と

い
う
新
た
な
あ
り
方
が
、
問
題
解
決
の
突
破
口
に

な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
方
向
を
探
り
な

が
ら
、
今
後
も
全
力
を
挙
げ
活
動
し
て
い
き
た
い
。

引
き
続
き
、
ご
支
援
、
ご
協
力
を
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
う
。
／
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
は
、
本
当

に
た
く
さ
ん
の
方
々
の
ご
尽
力
を
賜
り
ま
し
た
。

心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

（
事
務
局
ゆ
）

このニュースはご自宅にも無料で配送しております。毎月確実にご覧になりた
い方は、ほりぞえ健事務所までご連絡ください。（電話：８５５－１４７９）

２００５年６月号

日時：２００５年６月２５日（土）
午後１時半から４時まで。

場所：てくのかわさき
溝の口駅徒歩５分

溝口１－６－１０ ０４４－８１２－１０９０

連載コラム連載コラム 川崎と高津の地名（川崎と高津の地名（No.No.８）８）参考：上田恒三著「高津村風土記稿」参考：上田恒三著「高津村風土記稿」

江戸時代には、現在の世田谷区野毛一～三丁目とと
もに、荏原郡下野毛村の一部でした。村ができた当初
は地続きであったと思われますが、慶安（１６５０年
頃）の時に、蛇行していたため洪水に悩まされ続けて
きた多摩川の流れを掘り替えたために、飛地となった
ようです。

明治２２年には東京府に属しましたが、明治４５年
の府県境界変更により神奈川県に編入され、高津村大
字下野毛となりました。

町名は江戸時代の旧村名「野毛」を引き継いだもの

「下野毛」の由来
ですが、これは崖をあらわす「ヌキ・ヌケ」の転化し
たものといわれ、対岸の下野毛一丁目～三丁目に見ら
れる立川段丘の崖のことを指しているようです。この
崖は多摩川によってつくられたもので、立川からつづ
いています。

なお、世田谷区の上
野毛と野毛（下野毛）
は、もともとはひとつ
の地域だったようです
が、いつごろ二つに分
かれたのかは定かでな
いようです。

政治資金ご寄付のお願い 「ほりぞえ健後援会」宛
郵便振替：高津郵便局 口座００２７０－１－２４１６９
銀行振替：川崎信用金庫 高津支店 普通０７９６２９４

地元から日本改革を実現するために、皆様の温かい
ご支援をお願い申し上げます。

日本地名研究所編「川崎の町名」日本地名研究所編「川崎の町名」


